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X．ニュアンス 

              （表１０） 

  

１０－１ 

  発想標語と発想記号は、音楽に表情をつけるのに用いられる。言葉や略語

が記されている時、これらを記号に置き換えるのではなく、言葉として点訳す

べきである。点字には短縮形を用いるべきではない。 

 

１０－２ 

  言葉で記されたものは、常に文字記号  を前につける。これには一つの

文字も、略語も、単語も、単語のグループも含まれる。 

 

１０－３ 

  強弱記号や略語は文字記号を前に付け、マス空けせずに楽譜の必要とする

所に記す。これらのニュアンスの記号の次に来る音符には、音列記号が必要で

ある。 

 

１０－４ 

  ３の点は、ピリオド、又は略語の後に記す点を示している。ｐやｆのよう

な強弱記号には、次の記号に 1・2・3 のいずれかの点があれば、3 の点をつける。

２つの強弱記号が続いている場合には、それぞれに文字記号が必要である。し

かし、それをピリオドとして使うのでなければ、その間に３の点は必要ない。 

           つまり、 のように。 

   

１０－５ 

  松葉形のクレッシェンド、ディクレッシェンドの始まりの記号は、その影

響を受ける音符の前に記す。終わりの記号は、それが終了する音符の後に記す。

（そして、その音符に付いている一般的な他の全ての記号の後に記す。） 

例１０－１７を参照せよ。 

 

１０－６ 

  この終わりの記号は、他の強弱記号がすぐ続く場合には必要ない。 

 

１０－７ 

  １つか２つの言葉を示すには、全ての言葉や略語の前に文字記号をつける。
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単語や短い単語のグループの前後は、マス空けしない。 

 例１０－７ 

   

 

１０－８ 

  より長い言葉の指示には、文字記号を始めの言葉の前と最後の言葉の後に、

付ける。この後は１マス空けて、次の音符には音列記号が必要である。 

 

１０－９ 

  言葉での長い表現が、小節の途中で始まる場合には、音楽のハイフンを付

け１マス空けて記す。最後の文字記号の後１マス空けて続ける。 

 

 例１０－９ 

        

 

１０－１０ 

  墨字に丸カッコがない場合には、点字にも記すべきではない。 

丸カッコがある場合には、文字記号の後に点字のカッコを記す。 

  つまり、 (dolce) のように 

 

１０－１１ 

  表１０に示した記号は一般的な名称で記されている。しかし、墨時の同じ

記号が、他の用語にも使われている。すなわち、点はスピッカートを示すかも

しれず、短い線はポルタートやテヌートを示すかもしれない、等々。 

かっこの中の記述の方が、名称よりも的確である。 

 

表１０の記号 

           スタッカート（点） 

         スタッカーティッシモ（洋梨形の点） 

         メゾ・スタッカート（点と線） 

         アゴギーグ アクセント（短い線） 

         アクセント（右を示す横に倒れた“Ｖ”） 

         逆向きのアクセント（左を示す横に倒れた“Ｖ”） 

         マルテラート（太字のＶ） 
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１０－１２ 

  これらのアーティキュレーションの次には、音列記号は要らない。 

これらが、例えば   のように文字記号を伴って始まる場合には、音列記号

が必要である。 

 

１０－１３ 

  墨字において、音符の真上や真下に記された発想記号（訳注：表１０）は、

点字では普通その音符の前に記される。フェルマータの場合は例外で、音符の

後に記す。 

ほとんどの記号は４つ以上に続いた場合には、連続にすることができる。音楽

のコンマ、フェルマータ、松葉形の強弱記号には、連続は使えない。 

 

１０－１４ 

  例１０-１４では部分けの所で、スタッカートが続いている。これらの記号

は、それが出てくる部分け内の声部にのみ、有効である。 

書式によっては、それが部分けの同じ声部にあるならば、一つの小節から他の

小節にまで連続を続けることが出来る。 

  

例１０－１４ 

               

     

    

   

   

 

 

 

 

１０－１５ 

  ２つ以上の記号が組み合わされている場合には、次例の順と同じにする事

を薦める。 
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例１０－１５ 

   

        

   

 

   

 

表１０の更なる記号 

      １番目の継続記号の始め 

      １番目の継続記号の終わり 

      ２番目の継続記号の始め 

      ２番目の継続記号の終わり 

 

１０－１６ 

  継続記号の始めと終わりの次の音には、音列記号が必要である。 

 

１０－１７ 

  次の２つの例は、種々の強弱記号や、継続記号の扱いを例証している。 

 例１０－１７ 

   (a)  
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    (b)           

      

   

   

    

 

 

１０－１８ 

  鍵盤音楽での強弱記号や表現に関する言葉は、特別に左手のパートに適用

する場合以外は、一般的に右手のパートに記す。 

 

１０－１９ 

  長く持続する音符の上に強弱記号がある場合には、その変化を正確に表す

ために、点字では部分けが使われる。 

 例１０－１９ 

    

     

 

１０－２０   

  ニュアンスの変化が明確に示されているならば、ニュアンスと共に繰り返

しを使用してもよい。 

 例１０－２０ 

    

 

 上記点訳の意味 
           
   

         


